
令和７年３月 
                                 

令和７年４月１日から取扱い業務に変更があります（お知らせ） 
 
 建築基準法および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正が４月１日から
施行されるのに伴い、４月１日から当センターの取扱い業務に変更があるため、概要を下記に
とおりお知らせします。ご理解の程よろしくお願いします。 
 

記 
 

建

築

基

準

法 

指
定
確
認
検
査
機
関 

業務区域 
福井市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市および吉田郡永平寺町 
の都市計画区域内または準都市計画区域内 

業務範囲 

次の建築物に係る建築確認、完了検査および仮使用認定 
・階数が 2 以下で床面積の合計が 300 ㎡以下の一戸建ての木造住宅 
（住宅の用途以外の床面積の合計が延べ面積の 2分の 1を超えるもの、 
または 50 ㎡を超えるものを除く） 

・平屋で床面積の合計が 200 ㎡以下の一戸建ての住宅 
（住宅の用途以外の床面積の合計が延べ面積の 2分の 1を超えるもの、 
または 50 ㎡を超えるものを除く） 

・上記の住宅に付属する車庫または物置等の建築物 

手数料 

・確認検査業務手数料（注：棟毎に算定） 

床面積の合計 確認特例 確認申請 完了検査申請 

30 ㎡以内 
あり  8,000円 18,000 円 
なし 12,000 円 27,000 円 

30 ㎡超～ 
100 ㎡以内 

あり 13,000 円 21,000 円 

なし 20,000 円 31,000 円 

100 ㎡超～ 
200 ㎡以内 

あり 20,000 円 27,000 円 

なし 30,000 円 40,000 円 

200 ㎡超～ 
300 ㎡以内 

あり － － 
なし 35,000 円 45,000 円 

300 ㎡超～ 
500 ㎡以内 

あり  － 
なし 47,000 円 

 
・仕様基準による基準適合手数料 ・仮使用認定手数料 
 （注：棟毎に算定） 
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業務区域 
福井市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市および吉田郡永平寺町 
の都市計画区域内または準都市計画区域内 

業務範囲 

次の建築物のエネルギー消費性能適合性判定 
・階数が 2 以下で床面積の合計が 300 ㎡未満の一戸建ての木造住宅 
（住宅の用途以外の床面積の合計が延べ面積の 2分の 1を超えるもの、 
または 50 ㎡を超えるものを除く） 

※ただし、当センターで確認申請を行うものに限る 

判定手数料 

  

判定対象面積 
新規判定申請 

変更判定申請 
軽微変更証明申請 

仕様計算併用法 標準計算法 仕様計算併用法 標準計算法 

～200 ㎡未満 25,300 円 34,100 円 15,400 円 19,800 円 

200 ㎡以上～  
300 ㎡未満 

28,600 円 38,500 円 16,500 円 22,000 円 

※手数料は消費税込 

※適合性判定手数料は棟毎に算定 

 

床面積の合計 金 額 

200 ㎡未満 17,000 円 

200 ㎡以上～ 
300 ㎡以内 

19,000 円 

 

床面積の合計 金 額 

30 ㎡以内 27,000 円 

30 ㎡超～100 ㎡以内 31,000 円 

100 ㎡超～200 ㎡以内 40,000 円 

200 ㎡超～300 ㎡以内 45,000 円 

 


